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キャッシュレス・消費者還元事業について
2019年10月1日より開始される「キャッシュレス・消費者還元事業」におきまして、きらぼし銀行でお取り扱い

している各種カード等のうち、以下の「クレジット機能つきキャッシュカード」・「クレジットカード」が、ポイント還元
の対象カードとなりますのでお知らせいたします。

※当行で発行したキャッシュカードをデビットカード（Ｊデビット）としてご利用された場合は、ポイント還元等の対象になりませんので、ご注意ください。

キャッシュレス・消費者還元事業とは
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス
対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者
によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する国の政策として実施される事業です。


